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令和６年７月号 №703

特 集

２

　人権とは、すべての人間が、尊厳に基づいて持っている固有の権利です。日本国憲法
第１１条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に
保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に
与へられる。」と定められています。

　人権侵害とは、他人に対して不快な態度や威嚇的な態度をとり、尊厳を傷つける行為
です。
　身近に起こりうるいじめ、虐待、差別などは、すべて人権侵害につながる重大な問題
です。他人事ととらえるのではなく、自分や身近な人が当事者だったら…と考え行動し
ましょう。

『人権』とは『人権』とは

「人権侵害」とは「人権侵害」とは

『人権』とは

「人権侵害」とは

何だか難しそう…
わかりやすく説明して～！

　人権とは・・・
　　　　「人が幸せに生きるための権利」
　　　　　　　　　　　　そして
　　　　　　　　　　　　　「お互いに尊重し合い、大切に守られるべき権利」

なるほど！お互いを思いやることが、
人権を守るということなんだね！

「
人
権
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

　
　

〜
「
知
る
」
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
〜

？

すべて
人権侵害
です !

いじめ

家庭内暴力
障害や国籍
による差別

インターネット
での誹謗中傷
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　人権を侵害されたと感じたり、他人の人権が侵害されているのを見聞きした時は、人権擁護委員へ相談
することができます。
　人権擁護委員とは、人権相談を受け付けたり各種啓発活動を行う方々です。
　７月１日付で法務大臣より新たに人権擁護委員に瀬戸洋一さん、小川玲子さんが委嘱され、大衡村では
合わせて４名の委員が活躍しています。

人権擁護委員に相談しよう人権擁護委員に相談しよう人権擁護委員に相談しよう

相談窓口相談窓口相談窓口

こどもの人権110番
☎0120-007-110

平日（年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

外国語人権相談ダイヤル
☎0570-090-911

平日（年末年始を除く）
午前９時～午後５時

みんなの人権110番
☎0570-003-110

平日（年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

大衡村人権相談　　　　日時：第１～第４水曜日（祝日を除く）　午前９時～正午
（生活相談と同時開設）　場所：平林会館　１階料理講習室　　　　　　　　　　

女性の人権ホットライン
☎0570-070-810

平日（年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

アカウント名：法務局 LINEじんけん相談

LINEじんけん相談

友だち追加は
こちらから !

対面相談の他に電話やＬＩＮＥ…
いろいろな方法で相談できるんだね！

人権啓発映画上映会 人権の花運動（小学生・中学生と）

作並　ゆきのさん
（松原）

加藤　恵美子さん
（大瓜下）

瀬戸　洋一さん
（新任 : 駒場）

小川　玲子さん
（新任 : 大瓜下）

こんな活動をしています！（令和５年度）
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７月２日（火）から５日（金）
～受けよう健康診査・つくろう健康～

総合健康診査のお知らせ

　健康診査は、自分では気づきにくい｢身体の不調｣を早期に発見し、病気の予防と治療に結びつける
ことを目的とするもので、健康管理の第一歩となります。
　健康診査の内容をお確かめのうえ、積極的に受診しましょう。

【スムーズな受診のためのお願い】
①受付時間内に分散して受診しましょう。
　（１０時３０分以降や、午後からの受診がおすすめです。）
②結核・肺がん検診（肺レントゲン）・大腸がん検診をお申し込みの方は、先に平林会館で受診して
　から、福祉センターの健診へお進みください。

◇受診票（通知の封筒一式）
　※問診は事前に記入願います。
◇検診当日朝の尿（該当者のみ）
◇検便容器
　（大腸がん検診申込者のみ）
◇検診料金（該当者のみ）
◇保険証（健康保険被保険者証）
　※特定健康診査・後期高齢者健康
　　診査を受ける方は必ずお持ちく
　　ださい。
　※マイナンバーカードでは受診できません。

◇平林会館　　
　　結核・肺がん検診（レントゲン）
　　大腸がん検診

◇福祉センター
　　生活習慣病予防健診・特定健康診査
　　後期高齢者健康診査・肝炎ウイルス検診
　　前立腺がん検診・骨粗鬆症検診
　　風しん抗体検査

当日の持ち物 場　　所

日　　程
対象地区受付時間

午前９時　～１１時
午後１時　～　３時
午前９時　～１１時
午後１時　～　３時
午前９時　～１１時
午後１時　～　３時
午後５時　～　７時
午前９時　～１１時
午後１時　～　３時

大瓜上・大瓜下
松　原
駒　場
大　森・奥　田
衡　上
衡　下・蕨　崎・衡　東
全地区　
衡中・衡中東
ときわ台・衡中北

月　日

７月２日（火）

７月３日（水）

７月４日（木）

７月５日（金）
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健康診査名 対象となる方

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

健康診査名・対象者・内容・自己負担料金 【年齢基準日：令和７年3月31日】

生 活 習 慣 病
予 防 健 診

特定健康診査

後 期 高 齢 者
健 康 診 査

肝炎ウイルス検診

前立腺がん検診

骨粗鬆症検診

血液検査

血液検査

３０歳から３９歳までの方

５０歳以上の男性

４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性

４０歳から７４歳までの国民健康保険加入者で、
集団健診を希望する方

４０歳以上で過去にこの検診を受けたことがない方

後期高齢者医療被保険者

※40歳から74歳までの被用者保険の被扶養者・国保組合の被保険者の方については
　検査項目や自己負担料金は、各医療保険者が定めた内容となります。

問診・計測（身長・体重・腹囲）
診察・血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・血糖等）

問診・計測（身長・体重・腹囲）
診察・血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・血糖等）
心電図検査・眼底検査

問診・計測（身長・体重）・診察
血圧測定・尿検査
血液検査（脂質・肝機能・血糖等）
心電図検査・眼底検査

無 料

無 料

無 料

大腸がん検診 便潜血検査
（２日分の便を採取した容器を提出）４０歳以上の方 ５００ 円

（70歳以上無料）

風しん抗体検査
血液検査
※クーポン券・運転免許証または
　マイナンバーカードをお持ちください

昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までに
生まれた男性で、これまでに受けたことのない方 無 料

50歳以上で喫煙指数600以上(1日の本数×喫
煙年数)の方

1 ,000円
（70歳以上無料）

１,０００円

結 核
肺 が ん 検 診
（レントゲン）

胸部レントゲン検査40歳以上の方 無 料

5 0 0 円
（70歳無料）

5 0 0 円

かかとの骨の超音波検査

内　　　　容 自己負担料金

※受診したい項目がある場合は、当日の申し込みもできます。

喀痰細胞診検査
かくたん

【各被用者保険被扶養者の方の特定健康診査について】
　被用者保険（協会けんぽ、健保組合、共済組合）の被扶養者の方と国保組合（医師国保組合を除く）
の被保険者の方も、村の総合健康診査で受診することができます。各医療保険者が発行する「受診券」と「被
保険者証」及び各医療保険者で定める「自己負担料金」をお持ちのうえ、会場にお越しください。
　なお、健診日までに受診券が手元に届かない場合は、「被保険者証」を発行している医療保険者に問い
合わせください。
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大塚製薬㈱と包括連携協定を締結

▲左から大塚製薬㈱石田支店長、小川村長

▲機械器具点検

▲黒川地区支部操法大会に整列した消防団

　

６
月
９
日
（日）
、
青
葉
に
囲
ま
れ
た
小
学
校
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庭
を
会
場
に
、
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橋
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１
０
０
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催
さ
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ま
し
た
。

　

演
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は
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検
に
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隊
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練
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い
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こ
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確
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し
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引
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き
行
わ
れ
た
ポ
ン
プ
操
法
で
は
、
き

び
き
び
と
し
た
動
き
の
中
、
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練
し
て
き
た

技
量
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
、
観
客
か
ら
は

大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
、
富
谷
市
総
合
運
動
公
園
に
お
い
て
黒
川

地
区
４
消
防
団
合
同
に
よ
る
黒
川
地
区
支
部
操
法
大
会
が

開
催
さ
れ
、
村
か
ら
は
小
型
ポ
ン
プ
操
法
に
第
２
分
団
、

第
７
分
団
、
自
動
車
ポ
ン
プ
操
法
に
第
５
分
団
が
出
場
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
黒
川
地
区
の
消
防
団
が
一
体
と
な
り
、
火

災
や
災
害
か
ら
生
命
や
財
産
を
守
っ
て
も
ら
え
る
も
の
と

参
観
者
一
同
確
信
で
き
、充
実
し
た
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

大
衡
村
消
防
団
消
防
演
習
・

黒
川
地
区
支
部
操
法
大
会
実
施

　

大
衡
村
消
防
団
に
、
新
た
に
２
名
の
方
が

入
団
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
域
防
災
力
の
要
と
な
る
消
防
団
員
と
し

て
、
今
後
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

◆
配
属
先

　

大
衡
村
消
防
団
第
９
分
団
（
松
原
）

　

団
員　

佐
々
木　

太
さ
ん

　

団
員　

山
路　

瑛
太
さ
ん

消防団入団者紹介

消防団員募集中

　村民の健康的な生活を実現するため、大衡村と大塚
製薬株式会社で包括連携に関する協定を５月２８日
（火）に締結しました。
　連携項目は７項目あり、健康づくり・生活習慣病予
防の推進、熱中症対策、スポーツ振興事業、災害対策
等となっています。
　締結式で石田東北支店長は「持ち合わせている様々
なノウハウを大衡村と連携して地域の皆様にお届け
し、健康寿命延伸の一助になるようにしていきたい」
と述べ、小川村長は「本村でも少子高齢化が進んでお
り、健康寿命の延伸や子育て支援の充実は喫緊の課題
となっている。連携は大変ありがたく、様々な分野で
ご支援いただきたい」と挨拶しました。
　大塚製薬株式会社は、全国の自治体との連携を進め
ており、県内の町村では初めての包括連携協定締結と
なり、今後様々な事業を進めていきます。
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◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

８月２日（金）・３日（土）
午前７時～１０時
福祉センター
バリウムを使用した胃部間接Ｘ線撮影
３５歳～６９歳の方
①６５歳～６９歳の後期高齢者医療被保険者
　（一定程度の障害で認定を受けている方）
②７０歳以上の方
③生活保護世帯の方

日　　　程
受　付　時　間
場　　　所
検　診　内　容

料　　　金

がん検診を受けましょう 胃がん検診のお知らせ

１,５００円

無　　料

○すでに申し込まれている方には、７月中旬に受診票を送付しますので、忘れずに受診しましょう。
〇当日の申し込みも可能ですが、できるだけ事前に電話で申し込みください。

対象者の年齢基準：令和７年３月３１日

　これまで宮城県で行っていた「不妊検査費助成」を、７月１日から村で実施することになりました。
また不妊検査の結果、治療が必要と判断された方は、「不妊治療費助成」を併せて実施します。
　以下要件をご確認のうえ申請してください。
◆助成要件・内容

◆助成期間
　令和６年４月１日以降の検査及び治療終了分
　※検査及び治療が終了していない場合でも検査及び治療開始日から１年が経過している場合は申請
　　できます。

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

注１）申請日において法律上の婚姻している夫婦又は事実婚関係にある夫婦
注２）検査・治療開始日における妻の年齢が４３歳未満
注３）申請日において、夫又は妻のいずれか若しくは両方が村内に住所を有している

助　成　要　件

不妊検査費

助　成　内　容

・医師が必要と認めた検査を夫婦両方が受けた場合
　（検査開始日から１年以内に受けた検査が対象）

夫婦１組につき１回限り
上限３０,０００円

不妊治療費
保険診療と併せて先進医療を受けた場合

（治療開始時の妻の年齢が４０歳未満は６回まで）
（　　　　　〃　　　　　４３歳未満は３回まで）

１回あたり上限（上限）
５０,０００円
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　国の総合経済対策として、物価高騰の影響による生活者の負担増を踏まえ、令和６年度において
新たに住民税非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、１世帯あたり１０
万円を支給します。
　また、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付事業の対象者のうち、１８歳以下の子
どもがいる世帯に対しては、子ども１人につき５万円を加算します（子ども加算給付）。
Ｑ 私は給付金の支給対象ですか
　給付金の支給対象となった世帯には、８月中を目途に確認書を送付しますので、必要書類を添付の
うえ返送してください。
Ｑ 令和６年度新たに住民税非課税となった世帯とはどのような世帯ですか
　世帯の全員が令和６年度個人住民税を課されていない世帯のことです。ただし、次の場合を除き
ます。
　・令和５年度住民税非課税世帯への給付（７万円）及び令和５年度均等割のみ課税世帯への給付
　　（10万円）の給付対象世帯（※未申請・辞退となった世帯についても対象外です）
　・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯（※１人暮らしの学生や高齢者の方
　　等は特にご注意ください。）
Ｑ 令和６年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯とはどのような世帯ですか
　世帯の全員が令和６年度個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも１人が個人住民税均等割
のみ課税に該当する世帯のことです。ただし、次の場合を除きます。
　・令和５年度住民税非課税世帯への給付（７万円）及び令和５年度均等割のみ課税世帯への給付
　　（１０万円）の給付対象世帯（注）未申請・辞退となった世帯についても対象外です。
　・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯（※１人暮らしの学生や高齢者の方
　　等は特にご注意ください。）
Ｑ 対象世帯（者）を決定する基準日はいつですか
　令和６年６月３日です。
◆申請方法
　確認書が送付された世帯は必要書類を添付のうえ返送願います。また、対象世帯で確認書が届い
ていない世帯は申請が必要となりますので、お問い合わせください。
◆申請期限　１０月３１日（木）
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

特別障害者手当　月額／２８,８４０円
◇対象者　２０歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別な介護を必要とする在宅の方（おお
　　　　　むね身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A 程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神
　　　　　障害や内部疾患、難病の方など）に支給されます。

障害児福祉手当　月額／１５,６９０円
◇対象者　２０歳未満の方で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方（おおむね身
　　　　　体障害者手帳１級と２級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、
　　　　　難病の方など）に支給されます。　
　　　　　※施設に入所している方や３カ月を超えて入院している方は受給できません。
　　　　　※本人又は扶養義務者の所得要件があります。
　　　　　※対象要件の詳細は問い合わせください。

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３
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　６月２日（日）、タカカツ万葉パークで「第２１回
黒川森林まつり」が開催されました。
　ステージでは、庄司恵子・KASUMI による民謡
ショーやティーナ・カリーナによる昭和歌謡ショー
などが行われました。
　他にも、村団体による催し、各種出店やキッチン
カーの出店もあり、会場は大いに盛り上がりました。

村の話題をお届けします。
皆さんからの情報もお待ちしています！
◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

　６月２日（日）、すばらしい大衡を創る協議会主催
の「花いっぱい運動」が村内全域で実施されました。
　心豊かな地域づくりを目指す一環で、各地区の集会
所や道路沿いの花壇等にベゴニア、マリーゴールド、
サルビア、ガザニア、ジニア等の苗が植えられました。
　早朝からご協力ありがとうございました。

▲餅まき大会は大盛り上がり

▲奥田地区

　６月１２日（水）、日本赤十字社より新しいはくあい号
が寄贈されました。
　旧はくあい号はこれまで災害救援のために１８年間活
躍しました。
　贈呈式で、「今後、寄贈されたはくあい号は災害時の救
護活動等に大いに活用させていただきます」と村長から、
日本赤十字社宮城県支部の千葉章事務局長へ御礼を伝えま
した。

　６月５日（水）、大衡小学校の６年生を対象に弁護
士によるいじめ予防教室が行われました。
　子どもたちは、具体的な事例を通していじめを受け
た人の心の傷やその後の人生に及ぼす影響などを知
り、「いじめ」について真剣に考えました。
　授業の後半には、「いじめはしてはいけないと強く
思った」、「いじめられている友達に気付いたら声を
かけ、相談に乗りたい」等の感想が発表されました。

▲左から千葉事務局長、小川村長

▲いじめについて学ぶ子どもたち
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　大衡村ふるさと寄附金は、大衡村を愛し、応援しようとする皆様の思いを実現するため、寄附金を
活用して住みよい『ふるさと大衡村』を創っていくものです。
　令和５年度中の寄附金の状況については、次のとおりです。

◆寄附件数・金額　５８０件　５,２１１,０００円
◆希望された使い道
　・自然環境の保全及び緑化の推進に関する事業　　　　　　５４件　　　５２６,０００円
　・福祉施設の充実に関する事業　　　　　　　　　　　　　３１件　　　３４７,０００円
　・教育・文化活動及びスポーツ振興に関する事業　　　　　４７件　　　５２２,０００円
　・その他ふるさとづくりに関する事業　　　　　　　　　４４８件　　３,８１６,０００円
◆寄附金の活用事業
　教育・文化活動及びスポーツ振興に関する事業
　　〇大衡小学校５年生漢字検定　　　　　　　　　　　充当金額　　　１２０,０００円
　　〇大衡塾運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　充当金額　　２,５７８,０００円　　　
　その他ふるさとづくりに関する事業
　　〇観光ガイドマップ
　　　「万葉の里おおひら」印刷事業　　　　　　　　　　充当金額　　　１２５,０００円　
　　〇児童向け大衡村PR
　　　リーフレット印刷製本業務　　　　　　　　　　　充当金額　　　１３８,０００円

　　　寄附をいただきましたご厚意にお応えするために、今後も大切に活用させていただきます。
　　　ふるさと寄附金は随時受付しておりますので、今後もご支援とご協力をお願いいたします。

◆問い合わせ先　企画財政課  ☎３４１－８５１０

あたたかいご支援ありがとうございます～大衡村ふるさと寄附金～

　野外焼却は一定の例外を除いて全面禁止となっています。違反した場合には、５年以下の懲役、
１千万円以下（法人は３億円以下）の罰金が科せられる場合があります。
　ただし、下記のとおり焼却禁止の例外に該当するものもありますので、その際は、「火災とまぎらわしい煙
または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
【届出先・届出の流れ】
　①届出用紙に必要事項を記入し、総務課に提出する。
　②総務課受付済の届出書を黒川消防署大衡出張所に提出する。
　　※風の強いときや空気が乾燥しているときの焼却作業は絶対にやめましょう。
焼却禁止の例外に該当するもの
　○農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物処理
　　（例）田んぼのあぜ焼、もみ殻のくん炭焼き、林業者の伐採枝の焼却
　○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　　（例）どんと祭のしめ縄などの焼却
　◎「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」は、火災との見間違えや延焼に
　　よる火災発生に早急に対応するための届け出であり、役場や消防署が火入れを許可するものではありま
　　せん。作業の前後には、必ず黒川消防署に電話連絡ください。
◆問い合わせ先　総務課　☎３４５－５１１１／黒川消防署　☎３４５－４１６１
　　　　　　　　黒川消防署大衡出張所　☎３４５－０９００

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について
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◆申込・問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

　障害について理解を深め、ご家族同士が体験談や工夫などを情報交換しませんか。
◆対　　象　高次脳機能障害（疑い含む）の方のご家族
◆日　　時　①８月２日（金）　②１０月１８日（金）　③１２月１３日（金）
　　　　　　午後２時～３時２０分
◆場　　所　宮城県リハビリテーション支援センター（名取市美田園２丁目１－４）
◆参　加　費　無料
◆申込方法　開催日の１週間前まで電話で予約ください
◆問い合わせ先　宮城県リハビリテーション支援センター　☎７８４－３５８８

高次脳機能障害家族学習会開催のお知らせ

テレビ等で流れる「物価
高騰」、「失業率」。これ
らをどう調べているかご
存じですか？
　全国の調査員が調査を
行い、国で結果を取りま
とめ公表しています。
　行政が結果を受けて政
策立案を進めるための重
要な基礎資料として役立
てられています。

統計調査とは
　統計調査員には、調査対象である世
帯や事業所などを訪問し、調査票の記
入依頼、回収、点検などの業務を行っ
ていただきます。大まかな流れは以下
のとおりです。
①　事務打ち合わせ会（説明会）への参加
②　担当調査区の範囲と調査対象の確認
③　調査票の配布・回収
④　調査票の整理・審査
⑤　調査票等の役場への提出
　　※調査日の３カ月ほど前に村から
　　連絡し、従事できるか確認します。

統計調査員の仕事

・村内に住所を有する満２０
　歳以上の人
・税務・警察・選挙に直接関
　係しない人
・暴力団員又は暴力団との関
　わりがない人
・職務上の秘密保持に責任が
　持て事務を遂行できる人

調査員の応募資格

・統計調査員任命期間中（概
　ね２カ月程度）は非常勤公
　務員の身分として従事して、
　報酬が支払われます。

　国又は県が実施する統計調
査に従事する意思があり、事
前に登録している人を「登録
調査員」といい、村では登録
調査員を募集しています。

調査員の待遇・報酬

あなたの力がより良い未来を作ります。

統計調査員を
やってみませんか
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　国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者証（保険証）は、７月３１日が有効期限となっています。
８月以降に医療機関等を受診する場合は、新しい保険証を忘れずに提示してください。なお、有効期
限の切れた保険証は返却せずご自身で破棄することも可能です。
【国民健康保険に加入されている方】
　・新しい保険証は世帯主の方宛に７月末までに簡易書留で送付するため、更新手続きは不要です。
　・保険者証はピンクから黄色に変わります。
　・限度額適用認定証を受けている方で、引続き必要な方は更新手続きが必要です。
　・他の健康保険等に加入された方は忘れずに国保喪失の届出をお願いします。
【後期高齢者医療制度に加入されている方】
　・新しい保険証は加入されている方へ個別に７月末までに簡易書留で送付するため、
　　更新手続きは不要です。
　・保険証はオレンジから緑に変わります。
　・限度額適用認定証を受けている方で所得区分等に変更のない方へは、保険証と同時に送付します。

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２
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。
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　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について、理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ犯罪や非行のない明るい地域社会を築くための全国的な運動
で今年で７４回目を迎えます。村内においても、保護司や更生保護女性会が中心となり、啓発活動を
行っています。

〇保護司とは
　保護司は犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。地域の事情などをよく
理解し、保護観察官と協働して保護観察を受けている人に面接を通じた助言や指導を行い、受刑者等
が社会復帰する環境への働きかけ等を行っています。

〇更生保護女性会とは
　更生保護女性会は、地域の犯罪予防活動や更生支援を行う女性のボランティアです。女性として母
親としての立場から、広く地域の方々に更生保護の心を伝えるため、関係団体と連携しながら多様な
活動を行っています。

　犯罪や非行を防止し、立ち直りを支えるためには、地域社会のあたたかい心が必要です。より安全、
安心な暮らしを実現するためにも、いま自分には何ができるのかを皆さんで考えてみませんか。

７月は『社会を明るくする運動』の強調月間です。
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　万葉すくすく子育てサポート医療費・障害者医療費・母子父子家庭医療費の受給者証の有効期限は、
９月３０日までとなっており、受給者の方は更新手続きが必要となります。
　更新に必要な書類等は、７月中旬に該当者へ送付しますので内容をご確認のうえ、同封の返信用封
筒で７月３１日（水）まで提出してください。

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

法務省保護局　公式 X

法務省保護局　公式 Instagram

法務省　公式 YouTube チャンネル

社会を明るくする運動特設サイト

更生ペンギンのホゴちゃん
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富谷黒川地区中学校総合体育大会
仙台北地区中学校総合体育大会

　６月１日・２日及び１８日各試合会場にて令和６年度中学校総合体育大会が行われ、部活動の威信を
かけた熱い戦いが繰り広げられました。
　男子バレーボール及び剣道男子個人では優勝という輝かしい快挙を成し遂げ、県大会出場権を獲得
しました。
　皆様の応援が大きな力となりました。引き続き選手たちへのご声援をよろしくお願いいたします。
　なお、次新人大会より富谷黒川地区のブロックが廃止され、全競技が仙台北地区ブロック（塩竈市、
多賀城市、富谷市、宮城郡、黒川郡）へと移行します。

1

345

2
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　１　仙台北地区中総体で優勝した「佐々木選手」（右）
　２　勝利を目指して「テニス男子」
　３　得点後喜びを見せる「テニス女子」
　４　迫力あるピッチング「野球」
　５　強力なサーブ「バレー女子」
　６　真剣勝負の一瞬「剣道女子」
　７　一撃を狙うバッター「野球」
　８　完封優勝を魅せた「バレー男子」
　９　決定的瞬間「バスケ男子」
１０　見事な打ち合い「卓球女子」
１１　粘り強くディフェンス「バスケ」
１２　水中の躍動感「水泳女子」
１３　試合後表彰式にて「剣道」

団体
　優勝　男子バレーボール★
　３位　女子バレーボール
個人
　優　勝　剣道男子　佐々木琉唯（２年）★
　第２位　水泳女子　50m自由形　石川　真央（１年）
　第２位　水泳女子100m自由形　石川　真央（１年）
　第２位　水泳女子200m自由形　宮澤あゆみ（１年）
　第３位　水泳女子800m自由形　宮澤あゆみ（１年）

大会結果（★県大会出場）

※６月２１日時点
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◆購入方法　①村民優先販売は、各家庭に配布した購入引換券（チラシ）１枚と引き換えで５セットまで購入
　　　　　　　できます。
　　　　　　　※購入引換券（チラシ）は再発行できませんので大切に保管してください。
　　　　　　②一般販売は、購入引換券不要で、１人５セットまで購入できます。
◆販売価格　１セット　１０,０００円（５００円券２４枚綴り１２,０００円分）
◆販売総数　２,０００セット（売り切れ次第終了）
◆販売場所・時間　○万葉・おおひら館（大衡字鐙沢１２－２)　　　　　　午前９時～午後６時　
　　　　　　　　　○中華料理　北京（大衡字萱刈場５５）　　　　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　○くろかわ商工会大衡事務所（大衡字五反田４－７０）　午前９時～午後４時（平日のみ）
◆使用期限　１２月３１日（火）
◆商品券取扱店　村内の「万葉割増商品券取扱店」ポスター掲示の店舗で使用できます。
　　　　　　　　※「ひら麻呂商品券」と同一です。
◆問い合わせ先　くろかわ商工会大衡事務所　☎３４５－５１７３　

◆販売期間　①村民優先販売　７月１５日（月）～１９日（金）
　　　　　　②一般販売　　　７月２０日（土）～売切れ次第終了

お得な「万葉割増商品券」が販売されます

有害鳥獣捕獲を実施

取扱い店は→
こちらで
確認できます

　５月１９日（日）、大衡村鳥獣被害対策実施隊による
カラス・カルガモ等の有害鳥獣捕獲を実施しました。
　隊員４名が早朝から村内一円を巡回し、カラス１８
羽・カルガモ３羽を捕獲しました。
　カラス・カルガモ等の捕獲は水稲に被害を及ぼす前
に捕獲することから予察捕獲と言われ、春（田植え後）・
秋（稲刈り前）と年２回実施しています。
　また、年間を通してイノシシの捕獲活動を行ってお
り、昨年度は１６９頭を捕獲しています。農作物等の
被害軽減のための活動、ありがとうございます。

　

5
月
23
日
（木）
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部

の
須
藤
部
長
が
役
場
を
訪
れ
、
交
通
死
亡
事

故
ゼ
ロ
1
、
5
0
0
日
達
成
の
褒
状
を
小
川

村
長
に
伝
達
し
ま
し
た
。

　

本
村
で
は
、
令
和
２
年
４
月
８
日
以
降
、

交
通
死
亡
事
故
の
発
生
が
な
く
、
令
和
6
年

5
月
18
日
を
持
っ
て
「
交
通
死
亡
事
故
ゼ
ロ

１
、
５
０
０
日
」
の
記
録
を
達
成
し
た
も
の

で
す
。

　

小
川
村
長
は
「
半
導
体
工
場
の
進
出
に
よ

り
益
々
車
の
往
来
が
増
え
る
が
皆
様
と
連
携

を
密
に
し
な
が
ら
交
通
安
全
に
取
り
組
ん
で

い
く
」
と
抱
負
を
述
べ
ま
し
た
。

交
通
死
亡
事
故
ゼ
ロ
1
、
5
0
0
日
達
成

宮
城
県
警
察
本
部
長
「
褒
状
」
伝
達
式
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◆問い合わせ先
　産業振興課  ☎３４１－８５１４

　村内各地でクマが目撃されていますので、クマとの不意の遭遇に十分ご注意ください。
◆農作業を行う際に注意すべき事項
　・作業中にラジオ等の音の出るものを携帯し、自分の存在をアピールする。
　・クマの行動が活発になる早朝や、夕方の作業時は、周囲に気を付ける。
　・クマの出没ルートとなりやすい森林、斜面林近くの農地は、特に注意し、低木の刈り払いなどを行う。
　・頻繁にクマが出没する地域では、できるだけ単独での作業を避ける。
◆誘引物の除去
　・クマを誘引する生ゴミや野菜、果実の廃棄残さ等を適切に処理する。
　・収納庫は、入り込まないように施錠などの管理を徹底する。
　・農機具用のガソリンなどの揮発性物質も、クマの誘引物となるため、保管場所に注意する。
◆もしもクマに遭遇してしまったら（近くにクマがいることに気がついた場合）
　・落ち着いてクマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れる。
　・大声を出したり、走って逃げたりしない

　クマを目撃した場合や痕跡を見つけた場合は、直ちに役場又は大和警察署に連絡してください。

◆連絡先　産業振興課　☎３４１－８５１４／大和警察署　☎３４５－０１０１

　ため池や水路での悲惨な水難事故が後を絶
ちません。
　お子さん同士や１人でのため池への立入は
絶対に行わないでください。
　大和警察署においても事故防止と不法侵入
の観点から重点的に警戒しており、釣り等で
ため池への侵入したことにより検挙されるケ
ースもあります。
　ため池は農業用水確保に大切な施設です。
関係者以外は絶対に立ち入らないようにしま
しょう。
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◆
概
要

　

近
年
の
水
災
害
の
激
甚
化
に
伴
い
、
吉
田
川
及
び
高
城
川
流

域
の
水
害
対
策
と
し
て
、
昨
年
7
月
に
東
北
地
方
で
初
と
な
る

特
定
都
市
河
川
の
指
定
を
行
い
、
自
治
体
や
関
係
機
関
に
よ
る

協
議
会
を
組
織
し
、「
吉
田
川
・
高
城
川 

命
と
生
業
を
守
る
流

域
治
水
推
進
計
画
」
の
策
定
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
き
ま
し

た
。

　

本
計
画
（
素
案
）
に
つ
い
て
、
関
係
住
民
の
皆
様
か
ら
の
ご

意
見
を
募
集
し
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
公
表
す
る
と

と
も
に
、「
吉
田
川
・
高
城
川　

命
と
生
業
を
守
る
流
域
治
水

推
進
計
画
」
に
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
意
見
募
集
期
限　

７
月
26
日
（金）
ま
で（
郵
送
の
場
合
は
必
着
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

国
土
交
通
省
北
上
川
下
流
河
川
事
務
所
流
域
治
水
課

　

☎
０
２
２
５
｜
９
４
｜
９
８
４
７

な
り
わ
い

令和７年度採用の職員を次のとおり募集します。
◆受付期間　７月１日（月）～８月５日（月）
◆試　験　日　９月２２日（日）
◆試験会場　TKPガーデンシティ仙台
◆受験資格等

試験区分 職　　種 採用予定

初　　級

行　　政

若干名

受験資格

高等学校卒業程度の能力を有する平成１２年４月２日から平成１９
年４月１日までに生まれた方

行　　政
（社会人）

直近の５年間（令和元年７月１日から令和６年６月３０日まで）
に、通算３年以上勤務を経験した平成７年４月２日以降に生まれ
た方

土　　木

若干名

土木系学科を卒業した者、又は卒業見込みの者で高等学校卒業程
度の能力を有する平成１２年４月２日から平成１９年４月１日ま
でに生まれた方

土　　木
（社会人）

土木系学科を卒業した者で直近の５年間（令和元年７月１日から
令和６年６月３０日まで）に、通算３年以上土木系企業で勤務を
経験した平成７年４月２日以降に生まれた方

建　　築

若干名

建築系学科を卒業した者、又は卒業見込みの者で高等学校卒業程
度の能力を有する平成１２年４月２日から平成１９年４月１日ま
でに生まれた方

建　　築
（社会人）

建築系学科を卒業した者で直近の５年間（令和元年７月１日から
令和６年６月３０日まで）に、通算３年以上建築系企業で勤務を
経験した平成７年４月２日以降に生まれた方

◆受験申込・問い合わせ先　総務課　☎３４５－５１１１

吉
田
川
・
高
城
川 

命
と
生
業
を
守
る
流
域
治
水

推
進
計
画（
素
案
）に
対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す

◆
教
育
委
員（
６
月
12
日
付
）

　

文
屋　

栄
悦（
再
任
）

人
事
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６
月
10
日
（月）
、
小
・
中
学
校
給
食
に
て
、
石
川
県
応
援
献

立
と
題
し
、石
川
県
の
郷
土
料
理
で
あ
る「
あ
い
ま
ぜ
」と「
れ

ん
こ
ん
だ
ん
ご
汁
」
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
あ
い
ま
ぜ
」
と
は
、
主
に
能
登
地
域
で
正
月
の
お
せ
ち

料
理
や
お
祝
い
の
日
に
欠
か
せ
な
い
料
理
で
、
能
登
で
と
れ

る
根
菜
を
中
心
に
使
っ
た
煮
物
で
す
。
ま
た
、「
れ
ん
こ
ん

だ
ん
ご
汁
」
は
郷
土
野
菜
の
〝
加
賀
レ
ン
コ
ン
〞
を
す
り
お

ろ
し
て
団
子
に
し
た
も
の
を
入
れ
た
汁
も
の
で
、
母
子
の
健

康
を
願
う
料
理
と
し
て
地
域
に
根
付
い
て
い
ま
す
。

石
川
県
応
援
献
立

石
川
県
応
援
献
立

郷
土
料
理
を
味
わ
う

郷
土
料
理
を
味
わ
う

石
川
県
応
援
献
立

郷
土
料
理
を
味
わ
う

▲普段なかなか食べることの少ない
　石川県の郷土料理を前にワクワク
　が止まらない

▲あいまぜ（左上）
　れんこんだんご汁（右下）

　熱中症による健康被害の防止のため暑さをしのぐ場所として村内公共施設５カ所をクーリングシェル
ターとして設置しました。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表された場合に開放す
ることが義務付けられておりますが、アラートが発表された日以外も暑さをしのげる場所として、開放
しております。外出時のひと涼みする場としてご利用ください。

ご利用の際の注意事項
・飲料は各自でご用意ください。
・指定施設の温度調整はできません。
・その他、ご利用に当たっては各施設の指示に従ってください。

◆問い合わせ先
　学校給食センター
　☎３４５－５０８２

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を設置しましたクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を設置しましたクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を設置しました

施　　設　　名 所　　在　　地 開　　放　　日 開　放　時　間

役　　場
１階村民ホール

平林会館
２階ホール ８時３０分～　

　１７時１５分
福祉センター

大衡字平林６２番地
月～金

（土・日・祝日は除く）

大衡字平林４５番地１ ９時～１７時

公　民　館
（万葉研修センター）

多目的施設図書室
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午前６時３０分から
　　　　午後１１時まで
※各店舗営業時間内に限ります。

利用時間 利用できるコンビニエンスストア等

　全国約５万４千店舗以上のキオスク端末（マルチコピー機）が
設置された以下の各店舗で利用できます。
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ　他

マイナンバーカードがあれば住民票や税証明などが
コンビニで取得できます！

黒川地区後継者対策推進協議会
（事務局：産業振興課）
☎３４１－８５１４

※内容が変更となる場合があります。詳しくは問い合わせください。

生 活 相 談 平 林 会 館
１ 階 料 理 講 習 室

第１～第４水曜日
午前９時～正午

社会福祉協議会
☎３４５－６６３１

消 費 生 活 相 談 平 林 会 館
２ 階 第 ３ 研 修 室

大和町吉岡コミュニティ
セ ン タ ー

毎週水曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時 産業振興課

☎３４１－８５１４

司法書士会出張無料相談 平 林 会 館
１ 階 料 理 講 習 室

７月１０日（水）
午後１時～４時

健康何でも相談（予約制） 福 祉 セ ン タ ー 健康福祉課
☎３４５－０２５３

福 祉 セ ン タ ー 健康福祉課
☎３４５－０２５３

住民生活課
☎３４１－８５１２

７月３１日（水）
午後１時３０分～３時

塩 釜 保 健 所 宮城県塩釜保健所
☎３６５－３１５３

宮城県塩釜保健所黒川支所
☎３５８－１１１１

結 婚 相 談（予 約 制）
７月１３日（土）
７月１４日（日）
７月１５日（月）
午前９時～午後４時

HIV・クラミジア・梅毒・
肝炎・骨髄バンク登録
受 付（予 約 制）

塩 釜 保 健 所
黒 川 支 所

７月１１日（木）
７月２５日（木）

午前９時３０分～１１時３０分

ひ きこもり・思春期
こ こ ろ の 相 談
（ 予 約 制 ）

７月１０日（水）
７月１７日（水）

午後１時３０分～４時３０分

相談内容 日　　時 場　　所 問い合わせ先

今月の相談 お気軽にご相談ください

こころの相談（予約制） ７月２４日（水）
午後２時～５時

お急ぎの場合は、県消費生活相談
センターへ相談してください。

☎２１１－３１２３

【停止期間】　　　７月１日（月）終日
【停止理由】　　　住民基本台帳ネットワークシステムの更新のため
【停止する業務】　・マイナンバーカードに関する業務全般（申請・受取・更新）
　　　　　　　　・住民票の広域交付
　　　　　　　　・マイナンバーカードを利用した転入・転出手続

システムメンテナンスのためマイナンバーカード業務の一部を停止します。

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２
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★子育て何でも相談　　
　個別に対応しますので、事前におおひら子育て支援アプリ「母子モ」で予約してください。
★子育てふれあい広場　
　未就学児の遊びのスペースを開放しています。
　スマイルサロンは、親子でお茶を飲みながらおしゃべりを楽しみます。児童館は開催日以外も自由に来館できます。
★おひさまくらぶ　
　月～金曜日まで自由開放を行っています。記載の日は工作や歌遊び等の体験活動を行います。
★ベビーのゆったりタイム　
　おおむね１歳までのお子さんと保護者の交流の場です。
★ASobo-yo【あそぼーよ】
　未就学児を対象に、こども・保護者の交流・遊び場としてホールの開放や、親子教室を開催します。

※各事業や健診の詳細はＱＲコードを読み取ってご覧いただくか、問い合わせください。
　◆問い合わせ先
　　　健康福祉課　　　　　　☎３４５－０２５３
　　　おおひら万葉こども園　☎３４４－３０２８
　　　ききょう平保育園　　　☎７９７－８３７０
　　　児童館　　　　　　　　☎３４５－４６２６ 村ホームページ

『子育て』
母子手帳アプリ
『母子モ』
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〇利用日時　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時～午後5時
〇貸出冊数　一人5冊まで　　　　　　　　
〇貸出期間　2週間　※借りた本は、返却予定日までに忘れずお返しください。
◆利用方法　借りたい本と図書室利用カードを職員に提示してください。

◆問い合わせ先
　多目的施設図書室
　☎３４７－３３８１

◆題名　放課後ミステリクラブ
　　　　金魚の泳ぐプール事件
◆著者　知念　実希
本屋大賞ノミネート作品！
親子で楽しめる本格ミステリ！

◆題名　水車小屋のネネ
◆著者　津村　記久子
２０２４年「本屋大賞」第２位
毎日新聞夕刊で話題になった連
載小説待望の書籍化

◆題名　ゼロ打ち
◆著者　相場　英雄
「政治」と「カネ」の深い闇。
政界のタブーに、忖度なしで
斬り込む

おすすめ
図書

生涯学習　◆問い合わせ先　社会教育課（公民館）
　　　　　　　　　　　　　　　☎３４５－２１９７

図書室
利用案内

全国大会出場へ奨励金を交付

村では、全国規模のスポーツ大会へ出場する個人選手及び団体へ「スポーツ振興奨励金」を交付しています。
交付を希望される方は、社会教育課へ問い合わせください。

　６月１６日（日）、多目的運動広場で村民ス
ポーツ・レクリエーション大会を開催しまし
た。地区対抗戦のティーボールを行い、地区の
皆さんの大きな応援を受けながら熱戦を繰り
広げました。
◆大会結果　優　勝　ときわ台地区
　　　　　　準優勝　衡　中　東地区
　　　　　　第３位　衡　中　北地区

村民スポーツ・レクリエーション大会開催

　６月８日（土）、開場２０周年を迎えたタカカ
ツ万葉パークゴルフ場で、開場記念大会を開催
しました。
　村内外から１０７名のパークゴルフ愛好者
が参加し、絶好の天気のなかプレーを楽しみな
がら開場記念日を祝いました。
◆優勝
　男子の部　池田　幸男さん（仙台市青葉区）
　女子の部　髙橋ゑみ子さん（利府町）

タカカツ万葉パークゴルフ場開場記念大会

　６月２２日（土）に東京都で開催された「第
１９回全日本インディアカトーナメント大会」
に出場したインディアカチーム「大衡まんよ
う」の皆さん

　７月２６日（金）から２８日（日）に滋賀
県で開催される「第６９回男子全日本実業団
ソフトテニス選手権大会」に出場するトヨタ
自動車東日本株式会社ソフトテニス部（部長
田中直行さん）
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　土門大士さんは、仙台市生まれで、
現在は千葉県で制作を続けている色鉛
筆作家です。
　子どものころから絵を描くことが大
好きで、暇さえあれば絵をかいていた
土門さんは、鉛筆画の他、子どもたち
と一緒に壁画を描いたり、チョーク
アートなどを手掛けたりしています。
　日々抱く感情や思いを線や色で表現
し、思うがままに作り上げられた作品
をぜひご覧ください。

◆開催期間
　７月６日（土）～８月１２日（月）
◆場　　所
　ふるさと美術館２階展示室
◆開館時間
　午前１０時～午後４時
◆入　館　料
　一　　般　　　　２００円
　高校生・大学生　１５０円
　小・中学生　　　１００円
　　　　　　　　　（どこでもパスポート利用で無料）
◆問い合わせ先
　ふるさと美術館　☎３４５－０９４５

「鉛筆による自由な表現と可能性」土門大士展

◆開放期間　７月２１日（日）～８月２４日（土）　※８月９日～１８日は休み
◆時　　間　午前９時３０分～１１時・午後２時～３時３０分

村民プールオープンのお知らせ ※小学生以下の方が
　利用する場合は、
　保護者の同伴を
　お願いします。

講　座　名 日　　　時 内　　容　　等 会　場

公　民　館

ス マ ホ 講 座
【一 般 成 人 対 象】 午前１０時～正午

　８日（月）
１５日（月）

写真の撮り方を学ぼう

ス マ ホ 講 座
【中 学 生 対 象】 午前１０時～正午２２日（月） 写真の撮り方を学ぼう

万葉おどり練習会 午後７時～
　　　８時３０分

１０日（水）
２４日（水）

おどり、笛、太鼓の練習会

大 衡 カ レ ッ ジ 午前１０時～正午　１日（月） ほめられみそ講座

生涯学習　◆問い合わせ先　社会教育課（公民館）
　　　　　　　　　　　　　　　☎３４５－２１９７

「太陽の国Ⅰ」　2014年制作
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お知らせ　INFORMATION

　県では、脳卒中や心臓病の予防のため、東北大学病院
の医師、薬剤師、管理栄養士を講師とした県民公開講座
を開講します。
　無料で参加できますので、ぜひお越しください。
【テーマ：予防しよう！脳卒中】
◆日時　７月１３日（土）１０時～１２時
◆会場　まほろばホール
　　　　（大和町ふれあい文化創造センター）
◆申込　スマートフォン（QRコード）
【テーマ：心臓病の予防から治療まで】
◆日時　７月２１日（日）
　　　　１３時３０分～１５時３０分
◆会場　大郷町保健センター
◆申込　スマートフォン（QRコード）
◆問い合わせ先
　宮城県脳卒中・心臓病等総合支援センター事務局
　（東北大学病院地域医療連携課）
　☎７１７－８７３５

　村内在住の６０歳以上の方を対象に入会説明会を開催
します。
　隣近所やグループなどで個別説明をご希望の場合は職
員が出向きますので、お気軽にご連絡ください。
◆日　時　７月１９日（金）　午後２時
◆場　所　シルバー人材センター事務所
　　　　　（多目的施設内）
◆問い合わせ先
　シルバー人材センター　☎３４４－８８２５

　宮城県では「みやぎ地域活性化雇用創造プロジェクト
（みやぎシゴトサポートセンター）」を県内４か所とサテ
ライトオフィスを設置しており、無料で就職支援セミ
ナー・個別対応・情報提供など利用できます。
　セミナーのメニューや開催
日程などの詳細はこちら　⇒⇒⇒

◆問い合わせ先
　みやぎシゴトサポートセンター大崎
　☎０１２０－６５１－６５７

シルバー人材センター入会説明会

脳卒中・心臓病予防

【騒音 大】
１５５mm榴弾砲
　２４日（水）～２６日（金）
【騒音 中】
１２０mm迫撃砲・８１mm迫撃砲
　１６日（火）～１８日（木）、２４日（水）～２７日（土）
・大和駐屯地から連絡のあった演習内容を一部抜粋して
掲載しています。
・演習場内は危険ですから立ち入らないでください。
・予定は変更になる場合があります。
◆問い合わせ先　
　大和駐屯地業務隊
　☎３４５－２１９１（内線341）

【予定納税額の納付】
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から通知
書が送付されています。
　振替納税を利用している方の振替日は９月３０日（月）
です。前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
　振替納税を利用されていない方は、通知書に納付書が
同封されていますので、９月３０日（月）までに金融機関、
コンビニ（納付金額３０万円以下）又は税務署の窓口で
納付してください。
　なお、納付には便利なキャッシュレス納付をご利用く
ださい。
【予定納税の減額申請】
　廃業、休業又は業況不振などの理由で６月３０日の現
況による令和６年分の申告納税見積額が、税務署から通
知されている予定納税の基準額よりも少なくなると見込
まれる場合のほか、同一生計配偶者や扶養親族の定額減
税額（扶養親族等一人当たり３万円）を差し引く場合は、
予定納税の減額申請をすることができます。
　第１期及び第２期分の減額申請をする場合は、７月３１日
（水）までに「予定納税の減額申請書」に必要事項を記
載し、税務署に提出してください。申請書の様式は国税
庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）に掲載してい
るほか、税務署窓口にも用意しています。
　なお、税務署での面接相談をする場合には、事前に相
談日時の予約が必要となります。
◆問い合わせ先　仙台北税務署　☎２２２－８１２１

所得税の予定納税をお忘れなく

みやぎシゴトサポートセンター
就職・転職応援メニュー

王城寺原演習場
７月の射撃訓練予定
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　国民年金は、収入の減少や失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除・納付
猶予を申請することができます。
保険料の免除・納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
＜注意＞
　ただし、将来の年金額については、免除期間の分は保険料を納めている時の分と比較して 2分の 1になり、
納付猶予期間の分は年金額には反映されません。この場合は、免除・猶予期間分の保険料を後から納める「追
納制度」を利用することで受給する年金額を増やすことができます。
【免除を受けるための条件】
　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下の計算式の金額以下であれば免除を受けることができます。

※複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。（申請する年度に対応する前年所
　得に基づき審査を行います。）
※失業等により申請する場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または離職票の写しを添付
　して申請することで、本人の所得を除外して審査されます。（配偶者・世帯主に一定額以上の所得がある
　場合は、免除が認められない場合があります。）
　免除・納付猶予は２年１カ月前の月分まで申請できます。
　申請が遅れたり、申請をせず未納のままにしておくと、①万一の際に障害年金などを受け取れない、②将来、
老齢基礎年金を受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
◆申請・問い合わせ先　仙台北年金事務所　☎２２４－０８９１/住民生活課　☎３４１－８５１２

全 額 免 除 （ 扶 養 親 族 等 の 数 ＋ １ ） × ３５ 万 円 ＋ ３２ 万 円

４分 の３免 除
半 額 免 除 ＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４分 の１免 除

８８万円

１２８万円

１６８万円

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖ ❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
◆問い合わせ先
　産業振興課

☎３４１－８５１４
＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊

〈アドバイス〉
　「サブスクリプション（サブスク）」の契約になっている可能性があります。契約時に届いた申し込み完了メー
ル等を見て契約内容を確認しましょう。
　サブスクとは定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用できるサービス
のことで、お試し期間として一定期間は無料でサービスを受けられることがありますが、無料期間をすぎて解約
しない場合は自動的に有料プランに移行する等の契約条件が表示されています。
　さらに、サブスクは「契約している間はいつでもサービスを受けられる状態にある」という特徴があり、実際
にサービスを利用しなかったとしても契約期間中であれば料金が発生することになります。
　解約するには事業者の定める方法で手続きをする必要がありますので、事業者のホームページ等に記載の解約
手続きを確認しましょう。解約できているか不安な場合は、インターネット上のマイページ等で契約状況を確認
するか事業者に問い合わせましょう。解約手続きが正しくできていないと、利用料金が発生しますのでご注意く
ださい。

消費者ホットライン188
イメージキャラクター
「イヤヤン」

専門家に質問するサイトを利用したらその後も料金を請求された
〈事例〉パソコンがうまく動かなくなり、500円で専門家が解決してくれる質問サイトを利用した。
１回だけのつもりだったが、支払いのため登録したクレジットカードから5,000円が引き落とされた。

困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。（消費者ホットライン１８８）
宮城県消費生活相談センター相談専用電話　☎２１１－３１２３

国民年金免除・猶予制度について
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防災行政無線電話応答サービス

種類

窃　盗　犯
（うち侵入盗）
粗　暴　犯
知　能　犯
その他刑法犯
合　　計

３
（０）
０
０
０
３

６
（０）
１
０
０
７

５月 令和６年
累計

種類

人身事故
（死傷者）

２
（４）
１１

１１
（１７）
８６

５月 令和６年
累計

種類

建　物
林　野
車　両
その他
合　計

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

５月 令和６年
累計

物件事故

☎３４５－１１５１
　無線放送の過去２４時間分の内容を聞くことが
できます。
　※通話料は利用者負担となります。

役場等の電話番号 村内の各種発生状況（５月３１日現在速報値）
総務課（代表電話）
企 画 財 政 課
会 　 計 　 室
住 民 生 活 課
税 務 課
産 業 振 興 課
都 市 建 設 課
　（建 設 管 理 係）
　（都 市 計 画 係）
都 市 建 設 課
　（上下水道経営企画係）
　（上下水道施設整備係）
健 康 福 祉 課
議 会 事 務 局
学 校 教 育 課
社 会 教 育 課
公 民 館
給 食 セ ン タ ー
小 学 校
中 学 校
多目的施設図書室
き き ょ う ル ー ム
　（心のケアハウス）

☎３４５－５１１１
☎３４１－８５１０
☎３４１－８５１１
☎３４１－８５１２
☎３４１－８５１３
☎３４１－８５１４

☎３４１－８５１５

☎３４１－８５１６

☎３４５－０２５３
☎３４５－６０３０
☎３４１－８５１７

☎３４５－２１９７

☎３４５－５０８２
☎３４５－２４２４
☎３４５－２０７２
☎３４７－３３８１

☎３４１－２１０１

犯罪被害者等支援総合相談窓口
◆開設場所　役場２階総務課
◆問い合わせ先　総務課　　
☎３４５－５１１１

犯罪発生状況（大和警察署調べ）

交通事故発生状況（大和警察署調べ）

火災発生状況（黒川消防署調べ）

　大衡村にお住まいのご家族を先着申込みにて４家族ご招待いたします。
◆招　待　日
　①９月１４日（土）　or　９月１５日（日）※どちらかの開催予定
　　　　　　　　　VS　藤枝MYFC　戦　　　　 （２家族）
　②９月２１日（土）　or　９月２２日（日）※どちらかの開催予定
　　　　　　　　　VS　ヴァンフォーレ甲府　戦　（２家族）
　※試合開催日は７月下旬まで未定
◆時　　間　7月下旬まで未定
◆場　　所　ユアテックスタジアム仙台

ベガルタ仙台ホームタウン招待ベガルタ仙台ホームタウン招待
大衡村応援選手

真瀬選手 知念選手

◆応募方法　QRコードよりお申込みください。（７月１０日正午受付開始。定員に達し次第終了となります。）
　※当選結果はチケット等の発送をもって代えさせていただきます。
◆問い合わせ先　産業振興課　☎３４１－８５１４
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●公立黒川病院の夜間、休日救急診療　☎３４５－３１０１
　・急病患者数が多いときは、早めに受付を終了することがあります。
　　受診の際は、事前に問い合わせください。

●宮城県こども夜間安心コール
　相談時間　午後７時～翌朝８時
　お子さんの急な発熱やけがの

相談を看護師がお受けします。

　☎♯８０００
　（プッシュ回線の固定電話、携帯

　電話から）

　☎２１２－９３９０
　（プッシュ回線以外の固定電話

　から）

〇おとな救急電話相談
　相談時間　

　月～金　午後７時～翌朝８時

　土　　　午後２時～翌朝８時

　日　　　２４時間

　☎♯７１１９
　（プッシュ回線の固定電話、携帯

　電話から）

　☎２１２－９３９０
　（プッシュ回線以外の固定電話

　から）

戸
籍
の
窓

６
月
15
日
ま
で
の

届
出
順
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称
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こ
の
欄
に
は
、
大
衡
村
の
窓
口
に
届
出
さ
れ
た
方
の
み
を
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載
し
て
お
り
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す
。
掲
載
を
希
望
し
な
い
場
合
は
届
出
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際
に
窓
口
で
そ
の
旨
お
話
く
だ
さ
い
。

休日・夜間診療

あかいし台眼科
（富谷市明石台６丁目）

Town　Clinic　en
（富谷市明石台７丁目）
富谷中央病院
（富谷市上桜木２丁目）
吉岡まほろばクリニック
（大和町吉岡まほろば１丁目）
仙台リハビリテーション病院
（富谷市成田１丁目）
なりた耳鼻咽喉科
（富谷市成田４丁目）

月　　日

７月　７日（日）

７月１４日（日）

７月１５日（月）

７月２１日（日）

７月２８日（日）

８月　４日（日）

電話番号

☎３５８－１９７６

☎７７９－１４７０

☎３４５－９９０１

☎３５１－８１１８

☎３４４－６２０８

☎３４６－１７１９

当　番　医

令和６年５月３１日現在住民基本台帳

村の人口
（前月比）

　男　　2,791人（＋6）
　女　　2,729人（－13）
　計　　5,520人（－7）
世帯数　2,106戸（＋7）

結　
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婦
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唯
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衡
中
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及
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未
実（
加
美
町
）

誕　

生

あ
か
ち
ゃ
ん　
　

父　
　
　
　

母　
（
行
政
区
）

バ
ー
ネ
ッ
ト　
ミ
ラ
ン　
サ
イ
モ
ン　
　

里
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衡
上
）

お
く
や
み

死
亡
者　
　
　
　

世
帯
主　
　

続
柄（
行
政
区
）

達
摩
ふ
さ
よ　
　

敏
雄　
　
　

母　
（
衡
上
）

髙
橋
ゆ
き
子　
　

正　
　
　
　

妻　
（
衡
下
）

八　

樫
マ
サ
ヱ　

武
夫　
　
　

母　
（
蕨
崎
）

山
路
あ
さ
を　
　

義
明　
　
　

母　
（
大
瓜
上
）

大
石　

明
郎　
　

明
郎　
　
　

本
人（
奥
田
）

菊
地
し
づ
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修　
　
　
　

母　
（
蕨
崎
）

　

合
ま
さ
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次
夫　
　
　

母　
（
大
瓜
下
）

休日当番医　診療時間　午前９時～午後５時

納期限　７月 3１日（水）

今月の納税今月の納税今月の納税

期限内に忘れずに納めましょう。口座振替の方は前日
までに残高をご確認ください。

固定資産税　　　　　　２期分
国民健康保険税　　　　４期分
後期高齢者医療保険料　１期分

窓口延長日

第１・第３月曜日

◆時　　　　間　午後５時１５分～７時
◆取り扱い業務
　【住民生活課】広域交付以外の業務
　【税　務　課】業務全般
　【都市建設課】上下水道料及び住宅使用料納付、
　　　　　　　水道開閉栓に関する業務

８月　５日（月）
８月１９日（月）

７月　１日（月）
７月１６日（火）
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★大衡村ホームページアドレス　https：//www.village.ohira.miyagi.jp/
地球環境保全のため、
植物油インキを使用しました
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村民みんなで
応援しよう

 Regarosso は大衡村を本拠地とし、日本ハンドボール界のトップ
リーグである日本ハンドボールリーグに所属しています。今月号
からは選手を紹介しますので、ぜひ顔と名前を覚え試合会場で応援
しチームを盛り上げましょう！

がんばれ !Regarosso
レガロッソ

（トヨタ自動車東日本ハンドボール部）

①出身地　　　②身長体重
③ポジション　④プチ自慢
⑤村民の皆さんへひとこと

川島　豪（23歳）
①神奈川県
②188㎝90㎏
③ゴールキーパー
④基本的に何でも
食べます
⑤大衡村民として
頑張ります！

濵口直大（33歳）
①長崎県
②188㎝98㎏
③レフトバック
④兄が元力士
⑤応援よろしくお
願いします！

川端勝茂（33歳）
①長崎県
②176㎝83㎏
③センターバック
④双子の娘
⑤会場まで足を運
んでいただき選手
と一緒に戦いま
しょう！

山田隼也（32歳）
①沖縄県
②180㎝84㎏
③ライトバック
④輪ゴムで二重星
作れます
⑤元大衡村民です。
頑張ります！

阿部奎太（26歳）
①福島県
②187㎝94㎏
③センターバック
④LIVEに行くとい
い席を当てられ
ます
⑤ぜひ会場に足を
運んでいただき応
援お願いします

　昭和万葉の森では、毎年７月中旬頃に多くのヤマユリが咲き誇り、森全体が甘い香りに包まれます。
　この花を見るために毎年多くの方が来園しています。

　昭和３０年に第６回全国植樹祭が行われた昭和
万葉の森には、２３ヘクタールの敷地内に、
６７,０００本あまりのヤマユリが自生しており、
うち例年、総本数の３０～４０％程度が開花す
るものと予想されています。
　これからも森林浴や森林環境教育など学びの
場として、歴史的・文化的財産として皆さんの
来園をお持ちしています。

ヤマユリが見ごろを迎えます
～昭和万葉の森～

しチームを盛り上げましょ

川島　豪（23歳
①神奈川県

㎏

口直大（33歳
長崎県
②188㎝98㎏ ②17

歳） 濵口
①長

勝茂（33歳
崎県

歳） 川端勝
①長

田隼也（32歳
沖縄県
②180㎝84㎏ ②1

歳） 山田
①沖

部奎太（26歳）
福島県
87 94㎏

歳） 阿部
①福
②1



（受取人）

　　大衡村大衡字平林62番地

　　　大衡村役場
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※太線をハサミで切り離し、この面を外側にして２つ折りした後、のり付けして封筒にしてご投函ください。

や　ま　お　り

大衡村長小　川　ひろみ　行

皆さんのご意見、アイデア、ご要望をご記入ください。
この手紙は、村長が直接目を通し回答いたしますので、住所・氏名をご記入の上、
ご投函ください。
　
※次のような場合は回答いたしませんのでご了承ください。

　・無記名や匿名、住所のないもの
　・誹謗中傷を含むもの
　・趣旨が不明確なもの
　・明らかに営利、営業を目的とするもの
　・明らかに組織的、団体としての行動で、おおむね
　　同一の内容が多数寄せられたもの

この手紙は、令和６年９月３０日までに、切手を貼らずに
最寄りの郵便ポストに入れてください。
◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

～村長への手紙～

大衡村PR大使
ひら麻呂



◆問い合わせ先　大衡村企画財政課　☎341－8510

の　り　し　ろ

～村長への手紙～
提案の件名

　お手紙の要旨は、氏名を伏せて広報紙等で公開させていただく場合がありますので、ご了承願います。

（差出人）
ご住所　〒

ご氏名（ふりがな） 性別年齢 ご職業

電話番号　　　　（　　　　）

男・女

まちづくり実現のために、あなたの声をお聞かせください。

新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら新しい時代につなぐ豊かな万葉の里・おおひら
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り　
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ろ

の　

り　
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ろ

歳
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